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もし生徒が修学旅行中に
新型コロナウイルスに感染したら？！
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学校旅行総合保険（国内旅行）のご紹介
(学校補償条項・旅行参加者補償条項)

万一、現地で生徒が発症したら・・・

保険金お支払い３要件

取扱代理店 : ㈱ J T B / 引 受 保 険 会 社 : ジ ェ イ ア イ 傷 害 火 災 保険㈱

負担した費用
学校緊急対応費用
（学校補償条項）

◆ 往復交通費

◆ 帰宅費用

本人

○
治療を継続中の被災者を現地から
移送する費用（払戻しを受けた金

額を除く）

親族 ○
１往復分

先生 ○
１往復分

◆ 現地交通費

◆ 電話代

◆ ホテル代

本人 ×

親族 ○

先生 ○

◆ 食事代 全員 ×

【お支払３要件】
(1)旅行中に発症した病気※1もしくは旅行中のケガが原因であること
(2)責任期間中（旅行期間中）に医師の治療を開始していること
(3)その結果、予定していた旅行が不可能になり、離団※2したこと

※1 発病していない濃厚接触者は対象外です。
※2 一時離団・途中合流や隔離は、離団には該当しません。

（お支払いのためには（1）（2）（3）の全てを満たす必要があります）

学校旅行総合保険には、学校の緊急対応費用や賠償リスク等に備えるための学校補償条項と、旅行参加者の万一の事

故に備えるための旅行参加者補償条項がございます。コロナ禍での修学旅行開催に向けて下記をご参考いただき、予期し

ない万一の事故に備えて、学校旅行総合保険へのご加入をお勧めいたします。

下記の表は、生徒が修学旅行中に新型コロナ感染症を発症し、下記「保険金お支払いの3要件」(1)～(3)の全てを満たし

たときに、学校旅行総合保険の補償項目でお支払いできる費用があるものを○、ないものを×で表しています。

補償内容の詳細については、学校旅行総合保険のパンフレットおよび重要事項説明書をご覧下さい。

救援者費用
（旅行参加者補償条項）

○
追加して支払った帰宅費用

○
被保険者１名につき２名分まで

（１往復分）

×

×

○
ホテル代：救援者１名につき

14日分まで

×

×
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